
香芝市立学童保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和７年３月１０日

香芝市長 三 橋 和 史

香芝市条例第１６号

香芝市立学童保育所条例の一部を改正する条例

香芝市立学童保育所条例（平成２年条例第７号）の一部を次のように改正す

る。

第２条の表中「香芝市今泉３６３番地」を「香芝市今泉１０４番地１」に改

める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。


